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	差押書
年　　月　　日
様
福島県双葉郡富岡町
徴税吏員　　　　　　　　
滞納に係る徴収金を徴収するため、下記のとおり財産を差し押さえます。なお、この処分について不服がある場合は、この差押書を受けとった日の翌日から起算して３か月以内に町長あてに審査請求をすることができます。ただし、３か月以内であっても当該差押財産が、国税徴収法第104条の２第１項に規定する不動産であるときは、同法第111条に規定する公売期日等後は審査請求をすることができません。
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	差押財産の名称、数量、性質及び所在
	

	摘要
	


備考　１　この書は、自動車又は建設機械の差押え及び当該財産の占有について使用すること。
２　この書中「下記の通り」の次の空白部分には、次の場合に応じ、それぞれ次の文言を記入すること。
(１)　差し押のみ行う場合　　　　　差し押えます。
(２)　差し押え、かつ、差押財産を占有する場合　財産を差し押えるとともに、当該財産を占有します。
(３)　先に差し押えた財産を占有する場合　財産を差し押えましたが、この度当該財産を本職において占有します。
３　この書を使用する場合には、１に規定するそれぞれの場合に応じ、不要の文言又は欄を斜線等で消すこと。
